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平成２７年６月２４日

建 築 都 市 局

コンパクトシティ形成に向けた 

「立地適正化計画」及び「地域公共交通網形成計画」の策定について 

１ 計画策定の背景と目的 

○ 本市は、平成１５年１１月に策定した北九州市都市計画マスタープランにおい

て、街なか重視のまちづくりを推進することとし、様々な施策を総合的に展開。 

○ 国においては、急速な人口減少と超高齢化の状況においても、持続可能な都市

経営を確保するため、都市のコンパクト化を積極的に推進することとし、 

平成２６年８月、都市再生特別措置法の改正により、「立地適正化計画」を制度化。 

○ また、まちづくりと一体となった、地域の最適な公共交通ネットワークの実現

を図るため、平成２６年１１月、地域公共交通活性化再生法の改正により、「地域

公共交通網形成計画」を制度化。 

○ 本市においても、今後、市民生活を支えるサービスを確保し、地域の活力を維

持・向上するためには、生活利便施設や住居がまとまって立地する「コンパクト

なまちづくり」と、これらの施設へのアクセスを確保する「地域公共交通ネット

ワークの再編」が不可欠。 

２ 計画の概要 

（１）立地適正化計画

○ 根拠法 

都市再生特別措置法（平成 26年 8月 1日改正施行）
○ 計画に定める主な事項

・居住を誘導し人口密度を維持する「居住誘導区域」 

・医療・福祉・商業等の都市機能を誘導する「都市機能誘導区域」 

・区域に誘導するための、居住環境の向上や公共交通の確保等の具体的方策 

（２）地域公共交通網形成計画 

○ 根拠法

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 26年 11月 20日改正施行）
○ 計画に定める主な事項

・まちづくりと連携した地域公共交通ネットワーク再編に関する基本的な方針 

・基本的な方針を実現するための、具体的方策 
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３ 検討体制と策定時期 

（１）検討体制 

○ 立地適正化計画 

都市計画審議会に、学識経験者からなる専門小委員会を設置し検討する。  

○ 地域公共交通網形成計画 

学識経験者や交通事業者等からなる北九州市環境首都総合交通戦略推進連 

絡会（法定協議会）及び同幹事会で検討する。 

（２）策定時期 

今後検討を進め、議会報告やパブコメ募集など市民意見を反映する手続きを経て、

平成２８年４月を目途に策定する予定。 
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資料１
平成２６年８月１日施行

資料１
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平成２６年１１月２０日施行

資料２

●地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律


